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令和５年度第５回武蔵野市男女平等推進審議会 議事要旨 

 

日  時：令和５年９月29日(金) 午後６時～８時05分 

場  所：武蔵野市立男女平等推進センター会議室 

出席委員：諸橋会長、生駒委員、伊藤委員、大島委員、大田委員、篠原委員、高丸委

員、中村(邦子)委員、中村(敏子)委員、三上委員、渡辺委員 

欠席委員：小林副会長 

 

１ 開 会 

２ 議題 

（１）前回の議事要録の確認 

（２）第五次男女平等推進計画中間のまとめ（素案）について 

  ・第１章 計画の策定にあたって 

・第２章 施策の展開 

・第３章 基本目標ごとの基本施策・事業計画 

基本目標Ⅰ 男女平等の意識を育むまち 

基本目標Ⅱ 生活と仕事が両立でき、個性と能力を発揮できるまち 

３ その他 

４ 閉 会 

 

【会長】  皆さん、こんばんは。第５回武蔵野市男女平等推進審議会を始めます。

本日は事務局のほうで中間のまとめの素案を作っていただいています。基本目標Ⅰと

Ⅱのところまで見ていきたいと思います。それでは前回の議事録の確認をしておきた

いと思いますが、いかがでしょうか。何かありましたら、後で御指摘いただければと

思います。では、議事に入りたいと思います。 

 早速ですが、中間のまとめの素案ですね。第１章が策定に当たってですね。第２章

が施策の展開、第３章が細かい中身になっていて、第３章の基本目標Ⅰ、基本目標Ⅱ、

ここまで、４２ページまでやれればと思います。事務局から御説明をお願いします。 

【男女平等推進担当課長】  まず、目次があり、５ページから計画策定の背景とな

っております。これまでの会議でご意見があった内容を反映させた部分を網かけにし
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ております。社会情勢、世界の動きの部分で、「Ｇ７諸国の中で同性婚や、婚姻と同等

の権利を保障する制度を国レベルで導入していないのは日本だけとなっています。」、

これを入れてはどうかという御意見がありましたので入れています。なお、選択的夫

婦別姓制度が導入されていないということ、女性差別撤廃条約の選択議定書を批准し

ていないという状態も書いてはどうかという御意見がありました。これらは市民の中

にも様々な考え方があると思いますので、ここでは入れていません。Ｇ７の中で婚姻

と同等の権利を云々のところは、市としても条例改正をしてパートナーシップ制度を

導入した背景にある課題認識と明確につながりますので、入れております。 

 それから②コロナ禍の影響についてのところは、少し具体的に書いたらというご意

見がありましたので、「女性の就業者が多いサービス業、非正規雇用労働者を中心に雇

用情勢が悪化しました。また、全国的に女性の自殺率が急増したほか、ＤＶ相談件数

も増加するなど、社会に大きな影響をもたらしました。」と書いています。 

 ６ページです。配偶者からの暴力の防止、配暴法の改正があったはずだと委員から

いただいていたところで、接近禁止命令の発令要件とか、身体への危害だけではなく

て、心身に重大な危害を受けることもＤＶに当たるということが来年の４月から施行

されるという改正ですので、そのことを入れております。 

【会長】  ありがとうございます。何か御意見等ございますか。 

 細かいことですけど、元号と西暦が併記して頂くと良いです。 

【男女平等推進担当課長】  最終的には西暦と元号と併記の形でまとめたいと思い

ます。 

【会長】  はい、お願いいたしましょう。先ほど言われた夫婦別姓とか、それから

差別撤廃条約に関しての文言はいかがでしょうか。ちょっと入れたくはあるけどね。

国連の女性の地位の委員会からの勧告もいろいろある。国連からこういうふうに指摘

されているというのは事実ですからね、そういうふうにして書いていただけると、多

分、早晩、実現していく方向になると思いますので、先進的にここに書き込んでもら

ってもいいかなとは思いますが。 

【委員】  議定書の件ですけれども、１２月議会に陳情という動きがございますの

で、もしそれが通れば、ここに書かせていただくことも可能なのかなと思っておりま

す。 

【会長】  なるほど。ちょっと様子見をしてもらいましょうか。 
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【委員】  夫婦別姓は、夫婦で同じ名前を名のるのは日本だけという状況をどこか

に書き入れていただくと、いいかなと思います。 

【会長】  差別撤廃委員会からも指摘もされているし、入れていただいていいかな

と思いますが、ちょっと御検討ください。 

【男女平等推進担当課長】  検討させていただきます。 

【会長】  よろしく。 

【委員】  国際政治をやっていた者として、国連というのは集合体でしかなくて、

絶対的なものではないのではないかという見方を私はしております。だから、国連で

指摘されたということよりも、委員がおっしゃったような日本だけというのが、どこ

の部分で日本だけ、例えばＯＥＣＤの中で日本だけなのか、Ｇ７で日本だけなのかと

か、そういうくくりはあると思うんですけど、各国との対比は賛成なんですけど、国

連に指摘されたとか、例えばアメリカの人権報告書で日本の何とかが指摘されたとか、

いろいろな観点はあろうかと思うんですが、主権国家だし、ほかの国とか国際機関か

ら指摘されたということをどれくらい武蔵野市の計画に盛り込むべきかなというのは、

ちょっと考えてもいいのではないかなと思います。 

【会長】  では、国連の名を語るよりも、むしろ、世界の中で、Ｇ７とかいうのは

いいかなと思いますが。 

【委員】  名前が変わると、研究者の成果を発表するのも旧姓併記になってしまう

ので、女性活躍という視点からも、認められたほうがいいと思います。 

【会長】  そのとおりですね。 

【委員】  同感です。 

【男女平等推進担当課長】  昨年実施した男女平等に関する意識調査では選択的夫

婦別姓については賛成の人が多かったので、肯定的な風土はあると思います。 

【会長】  では、市民意識調査や女性活躍という側面から、夫婦を強制的に同姓に

するのはいろいろと差し障りがあるというような形で、ぜひ入れていただく方向で検

討ください。 

【委員】  国の動向のところに、刑法改正での不同意性交罪のことは入れてもいい

かと思います。 

【男女平等推進担当課長】  入れたいと思います。 

【会長】  ほか、いかがでしょうか。 
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 武蔵野市の取組も、こんな感じでいいですかね。前回以降、もうちょっと厚みが欲

しいけど、こんなものか。条例改正、パートナーシップから行動計画、こんなもので

すかね。８ページの位置づけは、市の条例、国の基本方針、男女共同参画社会基本法、

ＤＶ防止法、困難な問題を抱える女性への云々ということで、これが背景にあります。

女性活躍推進も入っていましたね。よろしいでしょうか。それと兼ねているぞという

のも入っています。 

【男女平等推進担当課長】  事務局からよろしいでしょうか。 

【会長】  はい、どうぞ。 

【男女平等推進担当課長】  ＬＧＢＴ理解増進法では、計画の策定は市町村に求め

られていませんので、入れてありません。 

【会長】  触れなかったんですね。これ、どうしよう、理解増進法は入れなくてい

いですか。法律としては、各自治体が入れなさいとはなっていないということもあり

ますが、なので、計画の位置づけの中に位置づいていません。体系図にも、１４、１

５ページですけど、これらの国からやりなさいと言われているものは網かけになって

いる。リプロに関してはちょっと別としても、女性活躍推進、ＤＶ防止、困難な問題

を抱える女性となっています。ＬＧＢＴの理解増進法に関しては、これは位置づいて

いないということでいいでしょうか。国の動きの中には触れています。それから、市

の取組としても、新しく制度に結実しているということでよろしいでしょうか。何か

ありましたら、また御指摘いただければと思います。では、次に第２章です。事務局

からまた御説明をお願いいたします。 

【男女平等推進担当課長】  では１１ページです。第１回の審議会のときに御議論

いただいたとおりですが、計画の目指す将来像と計画の基本理念は、第四次計画と一

緒です。条例を分かりやすくしたものです。 

 続いて、１２、１３ページです。基本目標ごとに要点を短文でまとめています。Ⅰ、

Ⅱは前回と同様ですが、基本目標Ⅲの「性的な被害」以下２行については困難女性支

援法に関するところ、それから、「性的マイノリティーであることにより困難を抱えて

いる人」に関連して、新しく、基本施策を設けていますので、その部分を書いており

ます。 

 基本目標Ⅳの男女平等推進の体制づくりに取り組むまち、２行目に網掛けはありま

せんが、「本計画期間中に「男女平等推進センター条例」制定から１０年を迎えます。
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これまでセンターの果たしてきた役割を検証し、今後の課題・方向性について整理を

行います。」と記載しています。男女平等推進センター条例が平成２７年の１２月に成

立、平成２８年１０月に施行ですので、施行１０周年というと令和８年の１０月、こ

のタイミングで、検証をすることを入れています。 

１４、１５ページは体系図です。網かけ部分、男女平等の視点に立ったメディア・

リテラシーの向上は場所が移りましたという意味です。網かけはしていませんが、男

女平等の視点に立った教育の推進となっています。前は学校教育の推進だったものを、

学校だけではないということで、「教育の推進」に文言を変えています。 

 基本目標Ⅱの２は、第二次女性活躍推進計画に位置づけられているという意味の網

かけです。 

 第三次配偶者暴力対策基本計画も法律に基づく計画、それから、困難な問題を抱え

る女性への支援に関する計画は、東京都や他自治体で計画が出来ているところがなく、

名称は仮称にしています。他の様子を見て、名称を考えられたら良いと思っています。

生涯にわたる性に関する健康施策の推進は、女性だけではないという議論がありまし

たので、この名前にしております。 

【男女平等推進担当課長】  基本目標Ⅲの多様な人々の暮らしの支援の（２）高齢

者・障害者の方への支援のところ、高齢者・障害者・ひきこもりの方への支援として

います。ひきこもり女性のための女子会が新事業として入る予定です。 

【会長】  なるほど。これは次回が検討の場所になりますけど、高齢者・障害者・

ひきこもりの方への支援ということで、困難な人々に入るでしょうから、ここでどう

かということで、これは後にまた御議論いただければと思います。 

【男女平等推進担当課長】  基本目標Ⅲの多様な人々の安心な暮らしに向けた支援

に、施策（３）性的マイノリティー等への支援とあります。ＬＧＢＴ理解増進法では、

計画策定は市町村に求められていませんが、施策を策定することが求められており、

施策（３）がこれに該当すると思います。 

 ２章は以上です。 

【会長】  ありがとうございます。 

  では、１２、１３、１４ページ、１５ページ、いかがでしょうか。 

 基本目標Ⅲについては、大分書き込んでいただきました。 

 何かありましたら、また、御指摘いただきましょう。施策でもんでいるうちに、こ
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の項目も一つ加えてもいいのではないかと出てくるかもしれませんけれども、一応こ

んなふうに並んだということで御確認いただければと思います。 

 それでは、第３章に入って、目標のⅠとⅡを見たいと思います。では、１８ページ

から、御説明いただきましょう。 

 委員さんと委員さんからも幾つか指摘をいただいております。では、事務局で御説

明をお願いできますか。 

【男女平等推進担当課長】  では、１８ページは本文の表の見方です。「継続」、「充

実」、「新規」と３つに区分しているのと、対象者は、「市民」、「事業者」、「市」として

います。市は市役所内の取組という意味です。 

 １９ページは、基本施策１の男女平等の意識づくりについて、現状と課題、施策の

方向性をまとめており、これまでの審議会でのご意見を反映させています。 

 ２１ページをお願いします。男女平等の意識啓発で、事業が５つです。四次計画と

多少の違いはありますが、基本的には同様です。３番、国際的理解を深めるための取

組のところは、四次計画では、国際協力活動を行う団体を支援するという内容が含ま

れていましたが、団体の支援については外しました。事業の９４番に男女平等の団体

を支援に関する事業があるためです。 

 ５番、「まなこ」発行と周知につきましては、「また、男女平等を推進するための情

報誌として、より効果的な発行の在り方や発行方法について検討する」としました。

計画期間５年間の中で取り組みたいと考えています。 

 施策（２）男女平等の視点に立ったメディア・リテラシーの向上、事業番号６番で

す。四次計画の１０６番、基本目標Ⅳに入れていたものを、この場所に移しました。

前は情報モラル教育という内容でしたが、「デジタル・シティズンシップ」という内容

に変わっています。 

 続きまして２２ページ、事業番号７、市の刊行物等における表現を適切に行うため

の取組です。事業名は同じですが、内容としては、「男女平等の視点に立った市刊行物

等の表現の手引き」が新しくできましたので、それを活用して取り組んでいくという

記載にしております。区分としては「充実」です。 

 ２３ページをお願いいたします。網かけはありませんが、施策の方向性の下３行、

「また、子育て関連施設や学校の求めに応じて性教育やデートＤＶ等に関する出前講

座を実施する等」として、学校の中だけの取組ではなくて、外部講師の活用などのア
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イデアが、これまでの議論でございましたので、こういったことを書いております。 

 ２５ページをお願いいたします。事業番号８番、男女平等教育の推進についてです。

学校の校則などの決まりについても書くべきではないかという議論がありましたので、

「また、学校の決まりやルールが男女平等や性の多様性の観点から適切であるように

努める。」と書いています。「継続」としていますが、「充実」でもいいかもしれません。 

 それから１０番です。四次計画では、生活指導や進路指導、名前は一緒ですけれど

も、「進路指導における人権教育推進上の課題について」という「人権教育」という言

葉が新しく入っているところが違うところです。 

 それから１１番、発達の段階を踏まえた性に関する指導の実施、これも事業名とし

ては同じですけれども、内容に、「人権教育の視点に立った性に関する適正な指導」と

いうことで、「人権」という言葉を入れているところが変更点です。 

 １２番は新規です。先ほど触れましたが、性教育とか性の多様性、デートＤＶなど、

男女平等推進センターから、学校や保育園に出向いていく事業ということで新たに設

けております。 

 ２６ページです。網かけがありませんが、現状と課題の下から２行目、「そのため、

学校において決まりやルール等が男女平等や性の多様性の観点から適切であるよう常

に常に留意し、必要に応じて内容を見直すことが大切です。」と入れています。 

 ２８ページ、１３番です。講座や、情報誌発行について、情報発信及び啓発という

形でまとめました。 

 １５番、性の多様性の理解に向けた取組で、「性の多様性理解のための職員ガイドブ

ック」をつくりましたので、それを活用するということで、四次計画では１２番、Ｌ

ＧＢＴやＳＯＧＩの理解に向けた取組でしたが、「性の多様性の理解に向けた」と言葉

を少し整理し、新しく作ったガイドブックを活用することを書いています。「継続」に

していますが、「充実」としても良いかもしれません。 

 １６番、１７番は再掲になります。 

 基本目標Ⅰについては以上です。 

【会長】  ありがとうございました。 

 それでは、基本目標Ⅰの１９ページから２８ページまで、御指摘等がありましたら

お願いいたします。委員さんからは、目標Ⅰに関して提案が出ています。 

【会長】  順番に行きましょうか。では、まず、１９ページの課題とか方向性に関
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してはいかがでしょうか。現状については、意識調査等のデータを使ってもらってい

ます。それから方向性については情報誌の利用、これは「まなこ」と具体的に入って

いますけど、別のところではＳＮＳ等も含めてということで入っています。具体的な

事業に関しても、２１ページ等に載っています。意識啓発に関しては、こんな辺りで

しょうか。ほかに何か、事業の提案等がございましたら、寄せていただいて結構です。

２２ページは、今度、教育のほうですが、学校だけではないということで取ってあり

ます。 外部講師等の利用というあたりも入っております、２３ページですね。 

 ２５ページが、具体的な事業、人権というのを大分前面に出していただいています。

それから、２５ページの施策の１２が新しく加わった出前講座ということです。 

 施策（３）が性の多様性を理解し尊重する意識づくりで、委員は、人権教育の推進

で、市と市民、事業者等に向けては、おのおのが自分らしく活躍できるようにという

のを入れたらどうかと、そういう御提案です。施策の方向性ですね、２６ページの下

のほうですけど。 

【委員】  ２３ページの現状と課題の下から３行目、「外部講師による学ぶ機会を設

けることも検討する必要があります」というところです。検討しないで、「設ける必要

があります」と書くことは難しいでしょうか。 

【委員】  「ことも検討する」といったら、きっと、しないんだろうなと受け取り

かねないので。 

【会長】  「ことも必要です」でどうでしょう、断言してしまっていいんじゃない

かしらね。「設けることも必要です」でいいかと思います。 

【委員】  はい。 

【会長】  ほか、いかがでしょう。 

【委員】  それと、２５ページ、１１番。「発達の段階」というのはずっと続いてい

る言葉なので、新しい言葉に変えてはいかがでしょうか。「質の高い包括的な性に関す

る指導の実施」など、難しいですか。 

【会長】  いかがでしょうか。ここら辺は目標のⅢでもまた出てきますけど。 

【委員】  委員も書いています。 

【会長】  一律じゃないし、個々の事情に応じたとか、いろいろありますからね。

結局、性に関する適正な指導を行うよう周知徹底する、内容はこんな感じでいいかと

思いますけど。包括的とは。 
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【委員】  いろいろな要素を全部包み込んだという意味です。 

【会長】  ということですね。本当はきめ細かいというか、質の高いということで

もいいんでしょうけど、やっぱり、個別の子供たちの事情に沿ったというあたりが大

事かと思うんですが、どうでしょう。 

【委員】  発達の段階を踏まえた性に関する包括的な。 

【会長】  包括的な性の指導の。 

【委員】  質の高い。 

【会長】  「質の高い」は入れるか入れないか別にしても。 

【委員】  はい。「包括的な性に関する指導の実施」。 

【会長】  どうでしょう。 

【委員】  おっしゃりたいことは非常に分かるんですけれども、学校教育という教

室の中で児童あるいは生徒に指導を行っていくときに、発達の段階を踏まえないとい

うのは、あり得ないことです。 

 「質の高い」というのは、学校の教員からすると、何をもって「質の高い」という

のか、イメージが湧かないところです。 

 発達の段階や子供の実態あるいは家庭とか地域とかが連携したというところであれ

ば、分からなくはないです。「質の高い包括的な」というところ、おっしゃりたいこと

は分かるんですけれども、それを具体的に、発達の段階や子供や家庭の実態を踏まえ

た性に関する指導の実施ということであれば、まだイメージは湧くかなと思います。 

【会長】  子供や家庭や地域の実態に応じたというのは具体的で、子供の発達、発

達の段階よりはイメージしやすいと思いますが、どうでしょうか。 

【委員】  発達の段階というのは、いわゆる定型発達というところをベースにして

考えられたというプラスアルファ、例えば発達障害があってとか、認知に遅れがある

といった、その段階を踏まえたという大きなくくりでしょうか。 

【委員】  ここでいう発達の段階というのは、定型的な、いわゆる一般的な低学年、

中学年、高学年あるいは中学生というところで捉えていただければいいと思いますし、

さっきおっしゃっていただいたような特別支援的な要素とか、あるいは特有な何かし

らの課題なのか、特性があるのか、そういったところは子供の実態というところにな

る。 

【委員】  個別と合わせたと。分かりました。 
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【会長】  指導要領的なものより、もう少し広めにとれるということだね。 

【委員】  一応、指導要領の範囲の中でもあると思うんですけど。 

【会長】  範囲の中でもあるのか。 

【委員】  はい。東京都の性の教育の手引などでも、子供の実態とか家庭や地域の

実態に応じてということはありますので、そのような書き込みであるならば、取組の

イメージは湧きやすいというのはあります。 

【会長】  どうでしょう、子供とか家庭の実態とか地域に応じたというのは。 

 委員さん、どうですか。 

【委員】  そうですね、子供の実態が入るというのはいいと思います。次回以降の

話にもなってしまうんですが、学習指導要領の発達段階はもう今の子供たちに合って

いないので、子供の実態というのが入るのはすごくいいと思います。家庭、地域まで

事業名に入るというのは長いかなというところはあるんですけど。 

【会長】  どうだろう。入れてもいいかなと思うけど、長いか。 

【委員】  日本の当たり前ではなくて、世界標準の当たり前に近づけたいなという

意識があって、先ほどの文言がいいのではないかなと思ったんです。 

【委員】  発達の段階というところは、学校において、やっぱり、かなり大事にし

てきているところです。例えば２年生の子たちに、仮にすごくできるからといって、

３年生、４年生の学習をやっていこうというのは、ほかの学習内容でも違うと思いま

す。性においてだけ、発達の段階を考えないというのは、学校教育全体を見たときに、

難しいと思います。 

 ただ、先ほどお話しいただいたように、何かしらの課題に対して対応していくとい

うことは、実態に応じては必要になってくる場面はあると思いますので、それは書き

込んでいただいて、文言が長いのであれば、家庭や地域との連携というところまでは、

書かなくても構いませんけど、実際にやるならば、家庭とか地域の理解をいただきな

がらやらないと難しいというところです。 

【会長】  そうですね。その視点さえ持っていていただければ、文言は短めで、子

供の実態とか、何だろう、子供の実態に応じた性に関する指導の実施みたいなあたり

がまとめどころかもしれません。 

【委員】  はい。 

【委員】  はい。 
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【会長】  いいですか。では、発達の段階というのは。 

【委員】  残していただいて。 

【委員】  ２年生と中学生では教育は全く違うということは私も重々理解しており

ますので、そこは文言を書くか書かないかということに尽きるかなと思います。 

【会長】  実態に即し、実態に応じた、子供の実態に応じたと入れてもらいましょ

う。地域や家庭とも当然関わるので、そのことは入っているぞということでよろしい

でしょうか。 

【委員】  先日、保育園の保健の先生たちに、プライベートパーツとかゾーンとか

の話から、何で性教育が必要なのかという話を、保健の先生たちは医療従事者ではあ

るので、専門的な話もしながらやりました。中学生、高校生になって急に性の話をし

ても、自分の体のつくりのことがあまり理解できてないのに、いきなり性感染症の話

とか、デートＤＶの話だったりとか、性の病気の話とかになってしまう前に、自分の

体のことを知るとか、相手を大事にする必要性があるとかということを地道に小さい

ときから指導していく必要があるんだよという話をしたら、保育園の先生たちも、だ

から、２歳、３歳から、お尻の拭き方から始まってと、理解していただけたのを実感

しました。 

【会長】  なるほど。 

【委員】  まさにそれが発達の段階ということだと思うので、何度も言いますけれ

ども、学校教育全体を見たときに、幼稚園から小学校低学年でも、もちろんプライベ

ートゾーンの話もしていきます。そういった段階を追っていくものとして、入れてい

ただきたいです。そのうえで子供の実態という言葉が入るのは構わないと思いますの

で、併記するのは良いかと思います。 

【委員】  そうすると、やっぱり小学校の前から必要になってくるので、「幼稚園」

とか「幼児教育」という言葉が入る必要があるのかな。 

【委員】  そうですね。 

【会長】  これだと小学校になってしまっているからね、小中だからね。 

【委員】  保育園の先生方も、お尻の拭き方一つも教え方がよく分からないから始

まったので、そういうところから一つずつなのかなとは思いますね。トイレの使い方

も、自分の体のつくりが分かっていないと、おしっこが飛んでしまうとか、そういう

ところにもなってきます。だから、性のことだけではない、生活も全てですよね。そ
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こから入ってくるのかなと思います。 

【委員】  性教育だけに限らず、小学校と幼保小の連携ということは学習指導要領

の中でも言われていることですので、「幼児期からの」と入る分には全然構いませんけ

ど。 

【会長】  なるほど、入れよう。 

【委員】  子供育成課から、教育委員会というんですか、学校につながるように、

それこそ切れ目なくやれるのが一番大事なのかなとは思います。 

【委員】  そうすると、「幼児期から」を入れるのは、「関連させて」と「人権教育」

の間ですかね。「小学校での保健、中学校での保健分野などの学習とも関連させて、幼

児期からの人権教育の視点に立った性に関する」ですか。でないと、どこに入れるか、

入れづらいなと思って今見ていたんですけど。 

【会長】  「小学校」の前に機械的に入れればいいというわけでもなさそうだと、

この文章だとね。 

【委員】  ああ、「学習」が入っていますからね。 

【委員】  恐らく、幼稚園要領の中にそういった文言もあると思うので、それに合

わせないと、逆に今度、子供育成もやりにくくなるかなと。 

【会長】  幼保と「幼児期から」というのをここに盛り込みたいので、少し文章を

整えていただいて、指導課だけでなく、もう一部署加わってもらうことになるかもし

れないが、どうでしょう。それで、発達の段階を踏まえて、子供の実態に即した性に

関する指導みたいな感じで、文言を直してもらいましょうか。「子供の実態に応じた」

というのはぜひ入れたいと思いますが。「幼児期」からというのが入るような文章に、

「学習」とかが入ってしまっているので、幼児期から学習というわけでもないでしょ

うから、ちょっとうまく入れていただいて、幼保小中とシームレスにつながるような

感じの文言にしていただければと思いますが。関係課と調整いただいて。 

【会長】  それでどうでしょう。では、１１は少し拡充していただきましょうか。

「継続」というよりも、それこそ「充実」となるかもしれません 

【委員】  すみません。 

【会長】  はい、お願いします。 

【委員】  １０番に「生活指導」という言葉が入っているんですけど、内容からは

「生活指導」という言葉が消えてしまったんですね。 
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【会長】  そうね。 

【委員】  生活指導って生徒指導とは違う概念で、戦前の民間教育運動から出てき

た言葉で、生徒指導よりも生活指導のほうが非常に重要だと思っています。「生徒指導」

という言葉を使うんだとすごく驚いたのですが、内容から消えてしまったので、事業

名の「生活指導」ってどうしたらいいのかなと思ったところです。 

【会長】  なるほど。 

【委員】  生活指導は、一般的な生徒指導という形で言われます。全国的には「生

徒指導提要」というふうに「生徒指導」という言葉を使っているんですが、東京都は

「生活指導」を使っています。ただ、ここに書いている内容は進路指導とかキャリア

というところですので、生活指導の中で性に関することというのはなくはないかなと

思うんですけれども、事業名を進路指導の充実とキャリア教育の推進というところで、

多様な生き方というところで、男女関係なくというところとか、そういったところは

取り上げてやっていきますので、それは構わないです。 

【会長】  取ってしまってもいい。 

【委員】  はい。 

【会長】  なるほど。まあ、内容のほうに入っていないしね。 

【委員】  当然の指導として、生活指導の中にというところは。 

【会長】  まあ入る、当然、忘れるわけにもいかんわけだが。 

【委員】  むしろ、事業として目立たせるという意味であれば、そういった形で。 

【会長】  「生徒指導の充実とキャリア」と。どうしましょう。もし入れるんなら、

内容にもちょっと盛り込まないといけないのかなということになりましょうか。 

【委員】  「生活指導の中で、多様な生き方を主体的に考えられるよう、キャリア

教育を推進する」というのはどうですか。 

【委員】  キャリア教育を推進というのは生活指導だけに限らないので、逆に入る

と、狭くて、ちょっと、やる中身が苦しくなるかなというのは。 

【会長】  生活指導はもっと広いからね。 

【委員】  では冒頭に、「生活指導や進路指導における」はいけますか。 

【委員】  そういう形であれば、まあ。 

【会長】  うん、そのほうが整合性がとれる。進路指導だけになってしまうと、こ

れもちょっと狭いかなという気もして、「生活指導や進路指導における人権教育」でど
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うだろう、盛り込んでしまう。生活指導の中でも人権教育は大事ですよね。 

【委員】  「進路指導における進路指導の充実を図る」と不思議な文言になってい

ますね。「生活指導や進路指導における人権教育推進上の課題について理解と認識を

深める取組を充実させる」とかのほうが、すっきりする気はしますけど。 

【会長】  そうね。真ん中の「適切な進路指導」のところを取ってしまって、「生活

指導や進路指導における人権教育課」と冒頭に持ってきて、どうでしょう。そうする

と、事業名を変えなくて済む。それで、内容に生活指導も盛り込むということでいか

がでしょうか。 

 ９番は、これは研修。８番は、道徳教育、人権教育と。いいか。 

 ほか、いかがでしょうか。 

基本施策３の施策の方向性のところで、委員から、「おのおのが自分らしく活躍できる

ように」と記載を入れるご意見がありました。ご意見の意図は。 

【委員】  人権尊重の立場って、何かネガティブではないですか。 

【会長】  はい。 

【委員】  それにポジティブなのを、活躍と人権尊重、別に人権尊重だけではない。

この人はこうだからこういう配慮をしなきゃいけないというマジョリティー、マイノ

リティーのことではなく、全ての人が自分らしく活躍できるようにという思いで入れ

ています。例えば、発達障害の人は、人権尊重の立場なのか、発達障害の人の強味を

生かすのか、強みを生かすとなると、「おのおのが自分らしく活躍できるように」とい

うことで入るかなと感じたんですけど、いかがでしょうか。 

【会長】  どうでしょうか。タイトルは、基本施策は性の多様性だよな。 

【委員】  では、例えばトランスジェンダーの方の人権を尊重しなければいけない

ということではなくて、トランスジェンダーの人にも活躍してほしいという視点を織

り込みたいなという意図です。 

【会長】  どうでしょう。できるよう、またはやらない。全ての人が自分らしく活

躍、あらゆる人々が、全ての人が自分らしく活躍できるよう、人権尊重の立場からみ

たいな感じかな。 

【委員】  不要という御意見だったら、このままでもいいと思うんですけれども。 

【会長】  入れるのなら、全ての人が自分らしく活躍できるように、人権尊重の立

場から理解を深めるための云々、なくても入れてもいいかと思います。いかがでしょ
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うか。 

【委員】  委員とか、これは入れたほうがいい、入れてもいい、入れなくていい、

３択だとどんな感じでしょうか。 

【会長】  委員さん、どう？ 全ての人々が自分で活躍できるよう人権尊重の立場

から、活躍、人権尊重ねえ、意見尊重だけで言えば、ネガティブと言われると、まあ、

なあ。むしろポジティブな意味での人権尊重となれば、その中にあらゆる人が活躍で

きるようというのは入っているような気がするけれども、いかがでしょうか。入れて

もいい、入れなくてもいい、あったほうが少しいい、少し見えやすくはなるかもしれ

ない。でも、活躍できるだけが人権尊重とも、全ての人々の人権が尊重されるような

ということだよね。活躍しなくてもいいかなと思った、そういう意味ではね。どうだ

ろう。まあ、自己実現ということも入っていれば活躍でもいいんだけれども。 

【委員】  要らないですかね。 

【会長】  なくてもいいかなと思う。 

【委員】  この言葉は、一般論で全部、テーマとしては活躍できるという、ここに

引用しても、結局、基本的な大きな言葉ですよね。 

【会長】  まあ、そうね。 

【委員】  ですから、ここでは省いておいても、どこかのテーマとしては。 

【会長】  この精神自体はね、全ての人が活躍できるようということであるからね。 

【委員】  そうそう、もちろん思い起こすときにね、あってもいいかなという。た

だ、これは大きなテーマで、あらゆるところに入っているかなと。 

【会長】  ここにだけ入れることでもあるまい。全体を貫く話ではあるということ

だな。オーケー、では、そうさせてもらいましょう。ありがとうございます。では、

特に入れなくて、このままいきましょうということですね。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 学校教育に関してはこのぐらい。あと、性の多様性のところが２８ページですね。

ここら辺はセンターのお仕事が多いと。あとは指導課のほうで再掲と。 

 いい感じだと思いますけどね。対象者、市民と事業者、特にないでしょうか、あり

ましたら、また、御指摘いただきましょう。 

 それでは、２９の基本目標Ⅱに移らせていただきたいと思います。こちらも御意見

をいろいろいただいています。 
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 では、事務局から御説明をお願いできますか。 

【男女平等推進担当課長】  ２５ページのところは、事務局として最終的な確認を

させてもらってもよろしいでしょうか。 

【会長】  はい。 

【男女平等推進担当課長】  すみません。 

 事業の１０番は、事業名はこのまま「生活指導や」で、内容のところに、「生活指導

や進路指導における人権教育推進上の課題について理解と認識を深める取組を充実さ

せる。」。 

【会長】  うん、それで多様な生き方を。 

【男女平等推進担当課長】  続いて「多様な生き方」を。 

【会長】  うん、そんな感じでどうでしょう。 

【男女平等推進担当課長】  事業の１１番は、「発達の段階を踏まえた」のところを

どうするかですが。 

【委員】  「発達の段階や子供の実態を踏まえた」。 

【会長】  それでいいかと思います。 内容は、「幼児期から」というのを入れられ

るように、ちょっと文言を整えていただく。 

【男女平等推進担当課長】  幼稚園、保育園等での取組も、それぞれの主管課と確

認をした上で、入れる方向でということで調整をいたします。 

【会長】  それでは、２９ページからお願いします。 

【男女平等推進担当課長】  基本施策１のワーク・ライフ・バランスの普及・啓発

のところです。現状と課題で網かけしております。「引き続き男性の家事や育児の参画

を促進する、より積極的な啓発」という、これは前回、御意見がございました、「より

積極的な啓発」という意味を入れました。 

 また、その１行下、「労働者が主体的に能力の向上やキャリアの形成に取り組むこと

で、自らが希望するライフスタイルの実現が図れるよう、事業者や労働者の支援を行

うことも必要です。」と、労働者の主体的な取組についても課題として書かせていただ

きました。 

 ３１ページをお願いいたします。事業の番号でいうと１８番です。ワーク・ライフ・

バランスの推進に向けた講演会や情報提供の実施ということで人事課が入っておりま

す。現状でも１６番で入っていますが、内容としては、市でやっているいい取組があ
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れば情報発信をして、例えば時差勤務をやっていますとか、そういうことも人事で提

供していこうということで普及・啓発に入れております。 

 それから、１９番です。男性の子育て、介護、地域活動等への参画促進の事業番号

１９番は、男性の子育てを支援する講座などはやるんですけど、今まで自主グループ

の支援を行うとあったんですが、自主グループの支援を行うとなっている自主グルー

プがないということが現状ありまして、そこの部分は取りました。もちろん、自主グ

ループがあれば支援をしていきますが、ないということですので、そこを取らせてい

ただきました。 

 また、２０番です。四次計画では「家族介護支援事業の拡充」だったものが、所管

課の意向で「家族介護支援の推進」となっております。 

 男性の地域参加へのきっかけづくりはほぼ同じです。「お父さんお帰りなさいパー

ティー」といった具体的事業名が入っていましたが、これは地域支援が社会福祉協議

会の支援という形で間接的に関わってはいますが、市の事業ではなく社会福祉協議会

の事業ということもあり、具体的な事業名は書かないようにいたしました。 

 四次計画でＰＴＡ活動への男性の参加促進という事業がありましたが、生涯学習ス

ポーツ課としては、ＰＴＡにもかなり男性も参加していただいている状況になってい

るというところで、事業としては終了するとしています。 

 ３２ページをお願いします。職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進で、こ

ちらも網かけのところ、この間、御意見をいろいろいただいたところです。「市内の事

業所は、従業員１０人未満の事業所が７割を超えており、それらの事業所において、

特性に応じて取組が進むよう支援していく必要があります。」と、大企業や市役所など、

大きな事業所と同じようなレベルでできるかというと難しいし、事業の性質によって

もいろいろあるというところがございましたので、このような書き方にいたしました。 

 ３４ページをお願いいたします。四次計画では、管財課の取組として、総合評価方

式を検討してきたものが、導入できましたので、終了といたしました。 

 ２３番、２４番も、若干、文言は変わっていますが、内容としては同じです。 

 ２５番は「男性の育児休業の取得促進」だったものが、「妊娠・出産・育児・介護と

仕事の両立支援」に名称が変わりました。男性だけではなくて、男女共にという視点

で書いています。男性の育休取得率が８８％を超えて、進んだのは良いけれど、内容

はどれくらい取れているのかというお話がありました。長くて１年程度、半分ぐらい
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の方は１か月未満でした。女性はみんな１年ですが、男性は短いというのは出ていま

す。男性の育休取得に対して精神的なサポートも必要なのではないかというようなお

話もありまして、ここは「両立に対する不安の軽減」という文言で入っています。 

四次計画で、２７番は、タイムマネジメント力の向上という一つ事業があり、それ

から四次計画でもう一つは働き方の見直し・促進という事業がありました。既存の制

度を使いながら働き方を変えていく、見直していくというのが２６番。２７番は、時

差勤務とか、テレワークとか、新たな取組みを柔軟な働き方の検討ということでまと

めているようです。２７番は充実となっています。 

 ３５ページをお願いいたします。子育て及び介護支援の充実で網かけをしたところ、

介護については、介護人材の高齢化が課題となっているというお話がございましたの

で、課題として入れております。 

 前回、保育園は待機児童はゼロになったけれども、学童に入れない子どもが出てい

いるというご指摘がございました。主管課に確認したところ、全国的にはそういう課

題が出てきているけれども、武蔵野市では学童は皆入れているということでしたので、

課題としては記載いたしませんでした。 

３７ページです。３０番は、子育てひろば、ファミリー・サポート・センターに関す

ること、産前・産後のヘルパーの関連で、四次計画では３つだったものをまとめてい

ます。 

 ３３番は新規です。保育園の待機児童解消に関する取組に替えて、保育の質の向上

に向けた取組を新しく記載しています。 

 ３８ページは同じですが、３６番の介護人材の確保と育成で、「Ｒｅスタート支援金

を継続して実施する」と記載しています。一度、介護の仕事を離れた方が、また介護

の仕事を始めるときに、支援金を出す制度です。 

 ３８番はダブルケア・トリプルケアへの支援です。四次計画では、「介護や育児の担

い手を支える取組を検討する」とありましたが、施策（２）は介護支援施策の充実で

すので、育児に関連するものは外しました。 

 それから、四次計画の４０番に、介護、保険、医療、福祉の連携というものがあり

ました。こちらは医療関係者と介護保険サービス事業者との情報提供の仕組みを整備

したり連携強化する内容でしたが、男女平等との関係性がかなり間接的になるという

ことで、事業としては、もちろん所管では進めて行きますが、この計画からは外しま
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した。 

 ３９ページです。あらゆる分野における女性活躍の推進で、現状と課題の下から８

行目あたり、網かけがありませんが、「本市では、地域コミュニティーにおいて、多く

の女性が活躍しています」と入れました。コミュニティー協議会は全部で１６ありま

すが、代表者は男性が８人、女性が８人と半々で、副代表は６～７割が女性だという

ことです。地域では女性が活躍しているという現状があるのでこのように書いていま

す。 

 網かけのところです。「防災活動における女性の参画を促進し、実際に避難所を開設

した他自治体の経験等にも学びながら多様な視点で災害対策を進める必要がある」。

避難所で性暴力や被害が起こっている現状があるということは書いたほうがいいので

はないかというご意見がありました。課題があったところもそうですし、良いところ

も、他自治体の経験等に学ぶという文章にいたしました。 

 ４０ページの準備中となっているところは、図表等を入れていく予定です。 

 ４１ページです。施策の（１）政策・方針決定の場への女性の参画の促進です。こ

れは東京都のクォータ制の書き方を参考にして、５０％ではなくて、男女いずれの性

も４０％以上とするという書き方にしました。これには性的マイノリティーの方への

配慮の意図もあります。 

 ４１番、女性職員の活躍の推進は、四次計画の４５番では女性管理職の登用の推進

というような書き方でしたが、女性職員のキャリア形成を支援して、キャリアロスを

防止するといった内容になっています。区分は充実としています。 

 施策（２）女性の再就職支援・企業支援については、４３番です。事業名は同じで

すが、内容の上から４行目、「スキルを身につけるための講座等の情報を提供する」。

再就職の情報とか支援だけではなくて、スキル向上の支援について入れています。 

 ４２ページ、女性の地域活動・防災活動への参画促進、４５番は、もともとは地域

リーダーの育成ということで、地域福祉活動の地域ファシリテーター養成講座などが

入っていましたが、地域での女性の活躍といったときに、まず、コミュニティという

ものを考えなければいけないというところで、このようにしております。ただし、コ

ミュニティで女性リーダーの育成が課題かというと、もう十分に活躍している、むし

ろ男性も活躍してほしいということもあり、「コミュニティー等において、男女が共に

主体的・積極的に参画できるよう、男女平等に関する啓発とか情報提供を行う。」とい
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たしました。区分は新規です。 

 基本目標Ⅱについては以上です。 

【会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ワーク・ライフ・バランス、２２ページから、改めて検討してみたいと

思います。ワーク・ライフ・バランス等はいかがでしょうか。幾つか実施されたので、

落としたものもあり、自主グループはないしとか、ＰＴＡの男性参画は増えているし

とか、やめたものもあります。 

 これも御意見を伺っていますね。現状と課題で、委員さんから、家庭内での家事や

育児の協働の促進みたいなのは入れたらどうかという提案ですが、このまま見ていけ

ば、「引き続き男性の家事や育児の参画を促進する、より積極的な啓発」と書いてあり

ますけど、そこに「家事、育児の協働を促進する積極的な啓発」とありますけど、手

前にあるからな。「家事や育児の参画を促進するより積極的な啓発」で、これはこれで

いいかなと思いますけど、どうでしょう。 

【委員】  その意図についてです。委員に伺ってみたいんですけれども、今のニュ

アンスだと、相変わらず、男性は家事をお手伝いに聞こえるんです。 

【会長】  お手伝いに聞こえるよね、確かにね。 

【委員】  だから、対等なパートナーとして、協働するというニュアンスを入れて

いきたいという思いで、この提案をしています。 

【会長】  家庭責任って男にもあるからね。 

【委員】  おっしゃるとおりですよね。 

【会長】  もうちょっと強調しますか。 

【委員】  どういう文言がいいかですよね。 

【会長】  素直に読めば、参画の促進で十分、お手伝いでなく、主体ですよという

意味に取れなくもないが、強調するのは構わないと思いますが。「引き続き」とあるけ

ど、今までやってきたといえばやってきたんだろうけど。男性の家事、育児の参画を

促進する、より積極的な啓発を促進し、家庭内での家事や育児の協働を促進するより

積極的な、この文例だと促進、促進がダブってしまっているけど。 

【委員】  ちょっとよろしいですか。 

【会長】  はい、どうぞ。 

【委員】  前は家事・育児・介護と入っているんですが、ここのところは。 
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【会長】  介護は、上は子育て・介護・地域活動へと書いてあるから、介護も要る

んじゃないかな。 

【委員】  それこそ協働で、力仕事は男性ではないんだけど。 

【会長】  まさに介護離職もあるし、家事や育児や、家事・育児・介護と並べてし

まうか。 

【委員】  例えば、「引き続き、男性の家事・育児・介護の参画や協働を促進する」

はどうですか。 

【会長】  うん、入れようか。参画というのは参加ではないんだよね。サルトル風

に言うとアンガジュマンだから。積極的といえば積極的だけど、参加に思うだろうな。 

【委員】  あるいはそこに「主体的な」を入れるか。 

【会長】  「主体的な参画」ないし「共働」とあってもいいと思う、共に働くのね。

あってもいいと思いますけど、まあ、より強調しようか、共に働く、協力して働く。

「参画や協働を促進する」と入れようか、せっかくだから。介護も入れてもらいまし

ょう。「より積極的な啓発を行う」などでどうでしょうか。 

【委員】  協働はいいですね。 

【会長】  うん。自ら希望するライフスタイルの実現を図れるよう、事業者や労働

者の支援を行うことも必要でいいよね。参画や協力して働く。 

 施策の方向性に関しても提案いただいていて、各世代の男性でなく、人々ではない

かと。となると、人々にすると、その下がね。 

 男性向け講座、男性の主体的な子育て・介護・地域活動。男性と、これはワーク・

ライフ・バランスでしょう。男性の家事・育児・介護参加が本人のワーク・ライフ・

バランスにもなるし、女性のワーク・ライフ・バランスも助けるということだよな。 

【男女平等推進担当課長】  ３１ページの施策（２）で男性の子育て・介護・地域

活動、男性の一くくりがありまして、男性が子育てひろばでとか、中高生リーダーが

子供に接することとか、こうのとり学級で男性も一緒に育児とか、全部、男性への政

策をまとめる部分があるのでという頭出しです。２９ページの政策の方向性は。 

【委員】  つまり、この施策の方向性の前半が施策（１）に当たるということです

ね。施策（２）が後半の３行ということですね。 

【男女平等推進担当課長】  つくりとしては。 

【会長】  ということだな。うん、なるほどね。上が施策（１）、下が施策（２）に
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対応と。まあ、それならこれでもいいかな。あえて男性向け講座が入っていますよね。

均等な負担の軽減を目指す、そのとおりだけどね。まあ、これでもいいかなと思うけ

ど、どうでしょうか。各世代の男性が、ライフステージに応じというのは、そうなの

かな。個性と能力を生かすことができるように、男性の地域参加へのきっかけづくり

を支援するなど、子育て・介護・地域活動への参画促進、うん、まあ、これでどうか

なと思う。何か御意見ありますか。この施策の方向性、一応２つあって、施策と一応

整合性は持っているという感じになりますが、どうでしょう。 

【委員】  これが強くていいかなと思います。各世代の男性で。 

【会長】  うん。 

【委員】  次にいったときは違ってくるのか分からないんだけど。 

【会長】  各世代の人々がとかなるかもしれないけれども、まず、男かなという感

じはあるよな。施策（２）は、まさに男の問題だし。 

【会長】   では、このままでどうでしょうか。 

 ３１ページは、まあ、いいかな。人事課が入りました。どうでしょうかね。 

 基本施策２も、市内の事業所の実態がちょっとここら辺、具体的に書かれています。 

 特定事業主行動計画を策定して云々で、超過勤務の縮減等の取組というあたりだね。

ここら辺を委員は少し具体的に、優先順位づけとか、終了時間の制限とか、効率化に

努めるとあります。取組を進める、何か効率化みたいなのはちょっと入ってもいいか

なと思うけどね。超過勤務の縮減等の取組や効率化を進めるなど、モデル事業所とし

ての役所の取組を推進とかね。効率化とか、そこら辺のことは入れてもらってもいい

かもしれません、施策の方向性のところ。 

【委員】  では、この方向性は、「特定事業主行動計画を策定して、思い切った業務

効率化に努め、職員の超過勤務の」と続きますか。その前のとっても具体的な「職員

の業務内容の適切な優先順位づけや会議開催や終了時間の制限」のほうはカットして

と。 

【会長】  ここまでは要らないか。「思い切った」も要らないのではないかな。「効

率化に努め」はあったほうがいいと思うけど。 

【委員】  となると、「特定事業主行動計画を策定して、業務の効率化に努め」です

か。 

【会長】  そうだね、そんな感じだね。「業務の効率化に努め、職員の超過勤務の縮
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減等の取組を進めるなど」でどうだろう。「効率化に努め」は入れましょう、ぜひ。 

【委員】  では、「策定して、業務の効率化に努め」でいいですか。 

【会長】  結構です。あとは、市は市役所モデル事業所だぞ、いいね。子育て及び

介護支援が３５ページです。待機児童ゼロだし、学童は全部入っているからいいだろ

うということでカットしてあります。あとは文言整理ですかね。３７ページは、大分

余剰なものを取って整理していただいたという感じですかね。今言ったように、待機

児童はいなくなったし、学童も入れているから、質の向上だろうということで３３番

が新規で入っています。介護・子育て支援は大分充実しているかなと思いますけど、

何かありましたら御指摘いただけますか。 

【委員】  ３８ページの施策の３８番ですけど、これはヤングケアラーとか、そう

いう方たちも含まれるということですか。 

【会長】  うん、そういうニュアンスだと思います。 

 これ、その言葉はあったほうがいいような気もするけど、どうだろう？ 僕も説明

を聞いていて、「子と親」とか「子と自分の親と配偶者の関係」、よく分からなくて、

ヤングケアラーだろうなと思ったんだけど、その言葉は。昨年、一昨年あたりの審議

会でヤングケアラーの問題は話し合われましたが、その言葉を使ってもいいのか、使

わないほうがいいのか。まあ、ヤングケアラーだけではないんだけど。 

【委員】  想定されているのは、子育てをしているけど、介護もしている。 

【会長】  そういうあれか。 

【委員】  想定ですね。 

【会長】  そうかそうか、ヤングケアラーまで入らないのか。そういうことか。そ

れでダブルケア・トリプルケアなんだね、そういうことだね。で、介護離職防止だも

ん。だから、３８はヤングケアラーは入りませんね。 

 どうだろう、ほかにどこか入るところはないですか、ヤングケアラーの問題。まあ、

これは女性とかだけの問題でもなく、男の子も女の子も関わることですけれど。子育

て支援、介護支援だけではないよな。困難を抱えるあたりとかならね。 

【男女平等推進担当課長】  福祉の計画ではよいとしても、ヤングケアラーという

問題が男女平等にどう関係するのか、なぜ男女平等の計画に入れるのか。 

【会長】  男の子もいるからな。 

【会長】  どうでしょう。決して武蔵野市が忘れているわけではないわけだからね。
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どうする？ 欲しくはあるが、入れなくてもいい？ 

【委員】  ヤングケアラーについては、基本的にはもう別の部署で手当てされてい

るんですよね。 

【委員】  指導課も関係しますが、子供育成課とか、子ども政策課とか、子どもに

関わるところで、ヤングケアラーに関しての調査や、どういうふうにケアしていくか

とか、あとは実際の対応についての取組は進めているので、あえて男女平等の計画に

入れなくても良いのではないかと思います。 

【委員】  無理やり入れることもないですね。 

【会長】  入れることもない。ヤングケアラーがジェンダーだけの問題ではないと

いうところはあるからね。 

【会長】  いいですかね、どうしましょうかね。 

【委員】  今、ちょうど子供施策のほうも、第一次子どもプランの策定もしていま

して、そっちでもヤングケアラーは話題として上がっていますので、そちらにお任せ

いただけるんであれば、それでもいいかとは思いますが。 

【会長】  分かりました。御指摘いただいた委員さんはどう？ いい？ 

【委員】  はい、それを今知れたので、ありがとうございます。 

【会長】  市としての取組はあるということで、無理して入れなくてもいいか。あ

りがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 ダブルケア・トリプルケアというのはそういうことだね。 

 それから、女性活躍推進、３９ページに関しましてはいかがでしょう。あるいは４

１ページあたり。大体こんな感じかな。災害の問題は入っているし、コミュニティー

はむしろ女性のほうが多いぐらいだから、リーダーとかでなく、男性も参加できるよ

うにというのが入っているところがみそですね。 

 それから、ごめんなさい、４０％以上とするで、５０％にしなかったのはＬＧＢＴ

Ｑのことも考えてということで、もう一つ説明いただけますか。 

【男女平等推進担当課長】  例えば、いずれの性も４０％以上というのは、６０対

４０が想定されますが、４０、４０でも良い。残り２０％は余地があるということで、

男女だけではないという自認の人も含める余地があります。 

【会長】  なるほどね。まあ、一つの考え方ですかね。 

【委員】  防災のところで、女性の参画ということがすごくうたわれています。で
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も結局は意思決定の場というか、防災会議の中の女性割合が１７.９％というか、そこ

がやっぱりすごく問題があると思っているので、参画ではなくて、決定の場に女性が

先ほど４０％というか、どこかにそこを入れたほうが分かりやすいのかなと、どこに

入れるか分からないんですけれども。参画というのと、意思決定の場に女性がという

のとは、ちょっと意味合いが違うのかなという感じがするんですけれども。 

【会長】  これは何、１７.９％でさらなる女性の参画がというのは、１７％より増

やせと、そういう意味ですね。 

【委員】  はい。 

【会長】  だよね、この文章はね。 

【委員】  というふうに、「課題」と書いてあるんですけれども、実際の個別の施策

には、その辺が書いていない。「参画」ということはしっかり書いてあるんですけども、

そこに何かもう一つ積極的な。 

【会長】  施策（３）の４５、４０、４６ダッシュみたいなのが欲しいということ

だね。しかも、これも防災課が市に向けての訓練だものな。もうちょっと何とかなら

ないかね。 

【男女平等推進担当課長】  そこも含めての４０番で、今、４０％以上というとこ

ろは、結局、防災だけではなくて、いろいろな会議体も含めて、防災のところだけに

入れるのではなくて、４０番にはそれも含めて考えています。 

【会長】  それは分かるんだけどね。 

【委員】  分かっているんですけど、もう少し積極的に、ほかのところはすごく女

性割合が高いんですけれども、防災のところがとっても低いので、ここはずっと問題

になっていたと思うので、今回の第五次の計画では、そこを具体的にもう少し推した

ほうがいいのかなと思っております。 

【会長】  ４０の中に埋没してしまうのではなく、４７番あたりに一つぐらい設け

てもいいのかな。防災会議の女性の比率のアップ。 

【委員】  では、市が設計する各種委員会、特に防災委員会とか、この中に防災委

員会のことを入れる余地はありますかね。特に。 

【会長】  ４０の中にね。 

【委員】  ここに防災委員会というのを特出しできるかということですね。 

【委員】  これ、「審議会等」と書いてある、「等」の中に多分入っているんだけど、
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すごく分かりにくい。 

【会長】  ちょっと特出ししたくもあるよね。ほかには、女性の比率が低いのは、

多分、都市計画とか、建築とか、そういうのも女性の比率は低いと思うんだけど。 

【委員】  コミュニティ協議会で副代表は女性が多いとお話しがありましたが、代

表は男性という感じではないですか。 

【男女平等推進担当課長】  １６のコミュニティー協議会のうち、女性の代表が８

人、男性の代表が８人と同数です。 

【会長】  コミュニティーのほうはね。審議会等はまだ会長は男性ばっかりなんだ

ろうけど、コミュニティー等に関しては女性がもう多いぐらい。 

【男女平等推進担当部長】  感覚的ですけれど、地域性が出る感じがあって、男性

がトップのほうがうまくいくみたいな地域があるのも現状だと思っています。 

【委員】  何か、そこを変えていきたい。 

【男女平等推進担当部長】  実際には女性主体で動かしているけれども、組織体と

しては、やっぱり、トップは何となく男性という地域はあるのかなと。 

【委員】  女性は下で、きちんとやる、実際にやると。 

【会長】  実働部隊ね。 

【委員】  それでトップはそうではないみたいになってしまうというところもある

のかな。 

【男女平等推進担当部長】  そのほうがうまくいくという地域も実際あるのかなと

は思います。 

【会長】  なので、「地域リーダーの育成」というのを落としてしまったのも、もっ

たいない気もしないでもないんだが。 

【委員】  今思いついたのは、４６番で、地域防災への女性の参画だけではなくて、

例えば、地域防災の女性リーダーの育成とか、何かそういう文言を入れるといいかな。 

【会長】  欲しいところですね。 

【委員】  では、「避難所の運営等における男女平等の推進を図るため、女性リーダ

ーの育成と女性の視点を取り入れた避難所運営手引きの作成や訓練を実施する」はで

きますか。 

【会長】  「育成し」だな。「育成し、女性の視点を取り入れた」と。うん、どうだ

ろうね。 
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【委員】  これで収まりますね。 

【会長】  はい、収まりますよね。「女性のリーダーを育成し、女性の視点を取り入

れた避難所等の」と。いいのではないかね、そんなので。「継続」でなく「充実」、「拡

充」とかでいいと思う。「充実」か。 

【委員】  取りあえず、増やしてほしい。文言に書くのも大事ですけど、４０％に

増やしてほしいと、とても思っています。 

【会長】  そういう意味では審議会のほうをちょっと特出しできるか。 

【委員】  ここも何か、「審議会等」の「等」に全部入ってしまうので、ここを何と

かもう一工夫、駄目ですかね。計画の基本理念の３に、意思決定の前の平等な参画と

うたってあります。 

【会長】  なので、あんまり、埋没してしまうのもあれなので、少し強調したくは

ありますね。 

【委員】  はい、少し強調したい。 

【会長】  少し検討いただけませんか。４６に入れるか、何かもう一つ、例えば４

７にして、４０の再掲をここにするか、同じか。女性リーダーを育成だと、これまた、

審議会等が含まれるかどうか分からなくなってしまうので、やっぱり審議会等にも女

性の委員を増やしたいというのをちょっと形にしたいところはありますけれどもね、

どうでしょうか、ちょっと検討いただけますか。 

【男女平等推進担当課長】  主管課もありますので、どんな書き方ができるか、ど

んなことがやっていけるか、少し話をしてみたいと思います。 

【会長】  では、目標ⅠとⅡはご議論いただきました。ほかに何かありますか。そ

れでは、本日の第５回武蔵野市男女平等推進審議会、これにて閉会したいと思います。

どうもありがとうございました。お疲れさまでした。 


